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【研究の目的】 
法文化をその時空的個性に視点を据えて、歴史・比較・情報の観点から学際的、総合的に研究する。ま

ず、翻訳の問題をユスティニアヌス帝法学提要を素材にしてとりあげる。矢田一男訳の改訂を副産物と
して考える。 
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